
○
経
済
産
業
省
告
示
第
百
六
十
六
号

容
器
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
表
示
等
の
細

目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
表
示
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
表
示
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
告
示
第
百
五

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は

、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し
容
器
の
超
音
波
探
傷
試
験
）

［
新
設
］

第
十
九
条
の
二

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し
容
器
の
超
音
波

探
傷
試
験
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
試

験
は
、
容
器
を
自
動
車
か
ら
取
り
外
し
た
状
態
で
行
う
も
の
と
す
る
。

一

一
般
財
団
法
人
日
本
自
動
車
研
究
所
基
準
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
０
０
３
（2

0

1
8

）
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し
容
器
の
技
術
基
準
第
十

四
条
に
定
め
る
非
破
壊
検
査
方
法
に
従
っ
て
行
う
こ
と
。

二

次
の
基
準
の
い
ず
れ
を
も
満
た
す
場
合
に
合
格
と
す
る
。

イ

容
器
検
査
時
に
記
録
さ
れ
た
傷
に
つ
い
て
、
容
器
検
査
時
の
エ
コ

ー
高
さ
を
超
え
る
エ
コ
ー
高
さ
が
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。

ロ

容
器
検
査
時
に
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
傷
で
あ
っ
て
、
容
器
製
造
業

者
が
設
定
す
る
評
価
ス
リ
ッ
ト
の
エ
コ
ー
高
さ
の
二
分
の
一
を
超
え

る
エ
コ
ー
高
さ
が
検
出
さ
れ
る
傷
が
な
い
こ
と
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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